
 

函館市街路灯電灯料補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は，本市における夜間の交通安全，犯罪の防止および

美観の保持を図るため，民間の団体または個人（以下「団体等」とい

う。）が管理する街路灯の電気料金（以下「電灯料」という。）に係

る補助金の交付に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において，街路灯とは，道路を明るくするために設置

された公衆街路灯をいう。  

（補助対象の街路灯）  

第３条  補助の対象となる街路灯は，団体等が管理する街路灯で，市道

上の次の各号に掲げる場所以外の場所に設置されたものおよび市長が

特に補助の対象として必要と認めるものとする。  

(1)  交差点からおおむね１０メートル以内の場所  

(2) 横断歩道からおおむね１０メートル以内の場所  

(3) 見通しの悪い屈曲部の中心部からおおむね１０メートル以内の場所 

(4) 公共施設またはこれに類する施設からおおむね５０メートル以内  

  の場所  

(5) その他特に市長が定める場所  

（補助金の額）  

第４条  補助金の額は，街路灯１灯につき，年間の照明に係る電灯料の

額の１０分の８に相当する額とする。  

（補助金の交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする団体等 (以下「補助事業者」と

いう。 )は，その管理する街路灯の電灯料に係る補助金の交付を申請

するときは，前期分 (３月分から８月分までの電灯料に係る補助金の

分 )および後期分（９月分から翌年の２月分までの電灯料に係る補助

金の分）の２回に分けて，それぞれ市長が定める日までに，次に掲げ

る書類を市長に提出しなければならない。  

(1) 補助金交付申請書（別記第１号様式）  



 

(2) 街路灯電灯料補助金積算内訳書（別記第２号様式）  

(3) 街路灯の電灯料に係る領収書または支払を証明する書類の写し  

(4)  その他市長が必要と認める書類  

（補助金の交付決定および額の確定）  

第６条  市長は，前条の申請があった場合において，当該申請の内容を

審査し，適当と認めるときは補助金の交付の決定および額の確定を行

い，補助金交付決定および額の確定通知書（別記第３号様式）により，

適当でないと認めるときは補助金の不交付を決定し，補助金不交付決

定通知書（別記第４号様式）により，補助事業者にそれぞれ通知する

ものとする。  

（補助金の交付）  

第７条  市長は，前条の規定による補助金の交付決定および額の確定後，

補助事業者に補助金を交付するものとする。  

（交付決定の取消し）  

第８条  市長は，補助事業者が次の各号の一に該当するときには，補助

金の交付の決定および確定の全部または一部を取り消し，補助金交付

決定取消し通知書（別記第５号様式）により補助事業者に通知するも

のとする。  

(1)  補助金を他の用途に使用したとき  

(2)  補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他この要  

 綱またはこれに基づく市長の措置に違反したとき  

(3)  虚偽その他不正な手段等により補助金の交付決定を受けたとき  

(4)  その他市長が特に必要と認める事由が生じたとき  

（補助金の返還）  

第９条   市長は，補助金の交付の決定を取り消した場合において，当該

取消しに係る部分に関し，既に補助金が交付されているときは，期限

を定めて，その返還を命ずるものとする。  

（延滞金）  

第１０条   補助事業者は，前条の規定により補助金の返還を命ぜられ，

これを納期日までに納付しなかったときは，納期日の翌日から納付の



 

日までの日数に応じ，その未納付額（その一部を納付した場合におけ

るその後の期間については，当該納付した金額を控除した額）につき

年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなけれ

ばならない。  

（他の補助金等の一時停止等）  

第１１条  市長は，補助事業者が補助金の返還を命ぜられ，当該補助金

または延滞金の全部または一部を納付しない場合において，当該補助

事業者に対して交付すべき他の補助金等があるときは，当該交付すべ

き補助金の交付を一時停止し，または当該交付すべき補助金と返還を

命ぜられた補助金または延滞金の未納付額とを相殺することができる

ものとする。  

（帳簿および書類の備付け）  

第１２条  補助事業者は，当該事業に関する帳簿および書類を備え，こ

れを整理しておかなければならない。  

２  前項の帳簿および書類については，補助金の交付を受けた年度の翌

年度の４月１日から５年間保存しなければならない。  

 （その他）  

第１３条  本要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項

は，函館市補助金等交付規則（昭和６２年函館市規則第４３号）に定

めるところによる。  

 

附  則  

１  この要綱は，平成５年５月１日から施行する。  

２  函館市街路灯電灯料補助金交付要綱（昭和６３年６月１日制定。）  

は廃止する。  

３  この要綱に基づく補助金は，平成５年３月以後の月分として交付す

る補助金について適用する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１３年３月１日から施行する。  

   附  則  



 

 この要綱は，平成１３年４月１日から施行し，平成１３年３月以後  

の月分として交付する補助金について適用する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１４年４月１日から施行し，平成１４年３月以後  

の月分として交付する補助金について適用する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１５年７月１７日から施行し，平成１５年３月以  

後の月分として交付する補助金について適用する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１６年４月１日から施行し，平成１６年３月以後  

の月分として交付する補助金について適用する。   

      附  則  

この要綱は，平成１７年４月１日から施行し，平成１７年３月以後  

の月分として交付する補助金について適用する。  

      附  則  

 この要綱は，平成２４年４月１日から施行し，平成２４年３月以後  

の月分として交付する補助金について適用する。  

附  則  

 この要綱は，平成２５年４月１日から施行し，平成２５年３月以後  

の月分として交付する補助金について適用する。  

附  則  

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行し，平成２６年３月以後  

の月分として交付する補助金について適用する。  

   附  則  

 この要綱は，平成３１年２月２０日から施行し，平成３０年９月以  

後の月分として交付する補助金について適用する。  

   附  則  

この要綱は，令和４年４月１日から施行し，令和４年３月以後の月分

として交付する補助金について適用する。  

 


